
国民健康保険の制度改革（広域化）
について

平成29年5月1日

千葉県 健康福祉部

保険指導課
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はじめに
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：被用者保険と比べて高い
：被用者保険と比べて低い

→非正規労働者や、年金生活者等が
多いため(構造的課題)

被用者保険
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国保加入者の動向① 被保険者数の推移

○全国では平成２０年度以降減少傾向。千葉県では平成２４年度を境に減少に転じている。
ただし６５歳以上の被保険者数は、全国、千葉県ともに増加傾向。

【出典：国民健康保険実態調査】
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○総額・一人当たりともに増加傾向であり、千葉県は全国平均を上回る伸び率で推移。

国保加入者の動向② 医療費の推移
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【出典：国民健康保険事業年報】
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○平成25年度より調定額・収納額は減少傾向も、一人当たり調定額はほぼ横ばい。

国保加入者の動向③ 保険料（税）の推移
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【出典：国民健康保険事業年報】



1 国保制度改革の概要
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〈要因〉
・非正規労働者や、被用者保険退職後に加入する者が多い
・市町村それぞれが国保財政を運営

７つの構造的な
課題
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○平成28年度に、千葉県国民健康保険運営協議会を設置。

○委員は計14名。
・被保険者代表４名 ・保険医等代表４名
・公益代表４名 ・被用者保険代表２名

○主な審議事項は、国保事業費納付金の徴収及び国保運営方針の作成等の重要事項等。
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２ 国保制度改革後の財政運営
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全国統一で
2方式

実際に市町村が
採用している方式
(2～4方式）

県内統一で
2～4方式より選択

前期高齢
者交付金
300億円

納付金・標準保険料率のイメージ

都道府県
標準保険料率

・県全体の納付金
必要額と、所得総
数・被保険者総数
から算出
・全国統一で2方
式を採用するた
め、他都道府県と
比較が可能

市町村
標準保険料率

・納付金を徴収するた
めに必要となる保険料
率を、各市町村の所
得、被保険者数から算
出
・県内統一の算定方式
を採用するため、他市
町村と比較が可能

各市町村の
算定基準に
基づく

標準保険料率

・市町村標準保険料率
を基に、実際に各市町
村が採用している算定
方式で再度算出
・市町村が直接参考に
することが可能

都 道 府 県 市 町 村

当該市町村の
実際の
保険料率

・標準保険料率を参考
に、各市町村が決定
・応能応益割合や収納
率などを勘案し、標準
保険料率と異なる保険
料率の設定も可能

納付金

・県全体の納付金必要額を、各市
町村の所得シェアや被保険者数
シェア、医療費水準に応じて割り
振ったもの
・給付に必要な費用は全額県から
交付される代わりに、各市町村は
県から決められた納付金を支払う
必要がある

医療
給付
費等

1,000
億円

公費
350億円

納 付 金
必 要 額
350億円

A市：所得割10.5％
均等割52,000円

B市：所得割8％
均等割45, 000円

B市：所得割8％
均等割45,000円

A市：所得割10.5％
均等割30,000円
平等割20,000円

B市：所得割8％
均等割45,000円

A市：所得割10.8％
均等割28, 000円
平等割18,000円

A市：
210億円

B市：
100億円

C町：
40億円

C町：所得割7.5％
均等割42, 000円

C町：所得割7％
資産割1％
均等割28, 000円
平等割10,000円

C町：所得割7.2％
資産割0.8％
均等割28, 000円
平等割8,000円

X県：
所得割

9％
均等割
48, 000

円
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① 保険給付費から前期高齢者交付金や公費等を控除して
納付金算定基礎額を算定。

納付金・市町村標準保険料率算定のイメージ

納付金
算定

基礎額

保険給付費
（一般分）

公費等
前期

高齢者
交付金

Ａ市
納付金

Ｂ市
納付金

Ｃ市
納付金

② ①を所得や人数のシェア、医療費水準に応じて
各市町村に配分し、各市町村の納付金を算定。

+
A市にかかる経費
(保健事業など)

A市が受ける費用
(保険者支援制度など)

-

=

③ ②に市町村ごとの経費や補助金等を加減算し、
保険料総額を算出

A市の
標準的な
収納率

÷

=

④ ③に標準的な収納率を割り戻し、
調整後保険料総額を算出

〈市町村標準保険料率〉
所得割率＝応能割賦課総額÷所得総額
均等割率＝応益割賦課総額÷被保険者総額

⑤ ④を各市町村の所得や人数のシェア
に応じて分割した上で、それぞれ
標準保険料率を算出

応益割賦課総額

応能割賦課総額
Ａ市

納付金

Ａ市
保険料総額

Ａ市
調整後

保険料総額

Ａ市
保険料総額
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Ａ市 Ｂ市 Ｃ市

所得総額
（シェア）

400億円
(0.5)

200億円
(0.25)

200億円
(0.25)

人数
（シェア）

5万人
(0.5)

3万人
(0.3)

2万人
(0.2)

年齢調整後の
医療費指数

0.9 1.2 0.8

① Cをβ:1に配分
※千葉県のβ＝約1.15
(平成28年度/医療分)

0.5

0.2

１

β

0.25

0.25

0.5

0.3

0.5

0.5

Ａ市

0.25

0.3

Ｂ市

0.2

0.25

Ｃ市

② ①のうち、応能分を所得のシェア、
応益分を人数のシェアに応じて各市町村に配分

Ａ市

Ｂ市

Ｃ市

③ ②に｛1+α・(年齢調整後の医療費指数-1)｝
を乗じた後、合計がCと等しくなるよう
全体にγを乗算

×γ

c= C ×｛１+α・（年齢調整後の医療費指数ー１）｝
× ｛β・（所得のシェア）+（人数のシェア）｝／（１＋β）
×γ

納付金の各市町村への配分イメージ

c：各市町村ごとの納付金基礎額
C：納付金算定基礎額
α：医療費指数反映係数（0≦α≦1）
β：全国平均と比較した県の所得水準（全国平均のときβ＝1）
γ：総額をCに合わせるための調整係数

応能分

応益分 １

β

C
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20

1400

差額300億円は32年度までに積み増しされる予定

500
※一部は29年度に先行交付済※30・31年度分の一部を先行交付



一般会計

・都道府県繰入9％相当分
・高額医療費負担金1/4相当分
・特定健診1/3

支払基金

被保険者

国

・定率国庫負担32％
・調整交付金（国）9％
・保険者努力支援分

・高額医療費負担金1/4相当分
・特定健診1/3

都道府県

一般会計

・保険給付費等交付金
（普通給付分）

・事業費納付金
【医療・後期・介護】

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）
⇒国・都道府県負担分も含めて全額繰入れ

市町村

一般会計
国保特別会計

国保特別会計

国保連

医療機関

・前期高齢者
交付金

・療養給付費
等交付金

・後期高齢者
支援金等

・介護納付金

保険料
【医療・後期・介護】

保険給付費

保険給付費

現金給付

現物給付

・保険給付費等交付金
（特別給付分）

保険者努力支援相当分
市町村向け特別調整
交付金等相当分

特定健診2/3

・保険基盤安定繰入金（法定軽減分）3/4
・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/4

支払の簡素化

・保険基盤安定繰入金（保険者支援制度分）1/2

国・都道府県・市町村間の費用の流れ
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国保制度改革によるメリット

市町村にとってのメリット

①財政運営の安定化
• 保険給付費全額を県が交付→特に小規模保険者における財政運営上のリスク回避
• 毎年3,400億円の財政支援の拡充→国保財政の基盤強化
• 財政安定化基金を県に設置→予期せぬ給付費増や保険料収納不足などのリスクに対応

②標準保険料率の提示
• 保険料率決定の参考
• 他市町村との比較が容易

③国保事務の標準化等
• 県統一の運営方針の策定→各市町村の事務運営の効率化・広域化

被保険者にとってのメリット

①財政運営の安定化
• 保険給付費全額を県が交付→予期せぬ給付費増などによる急激な保険料負担増を回避

②住民サービスの標準化・向上
• 県内他市町村への引継ぎ（高額療養費の多数回該当の通算など）

③標準保険料率の公表
• 標準的な住民負担の見える化
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3 最後に
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